
白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金交付要綱 

 

１ 趣旨 

白岡市は、市民との参画と協働によるまちづくりを推進するため、①今まで市が行っ

てきた事業を協働の理念に基づき実施する団体や、②新たな公共・公益的分野の事業を

実施する団体に対し補助を行います。 

地域で活動している団体などが自ら企画・提案し、市と協働して行う事業に対し補助

する制度です。 

 

２ 対象となる団体 

 ⑴ 主に市内で公共・公益的な活動を行う団体であること。 

⑵ 会員が５人以上いる団体で、団体に規約・会則等が整備されていること。 

⑶ 収益を目的とした団体でないこと。 

 

３ 補助の対象事業 

⑴ 団体が事業のテーマを提案し、団体自ら企画・実施する事業（市民提案事業） 

⑵ 市が事業のテーマを指定し、団体自ら企画・提案・実施する事業（行政指定テーマ

事業） 

 

４ 補助の対象事業の要件（市民提案事業） 

⑴ 市内で実施される事業であること。 

⑵ 公共・公益的な事業であること。 

⑶ 企画・立案・事業の実施をその団体で行う事業であること。 

※１ 行政指定テーマ事業の要件については、上記各号に掲げる要件の外、別に定めま

す。 

※２ 提案された事業を翌年度以降も継続して行うことを歓迎いたしますが、翌年度以

降の補助金を保証いたしませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

５ 対象外の事業 

⑴ 政治、宗教又は選挙活動に関わる事業であること。 

⑵ 公序良俗に反する事業 

⑶ 収益を目的とした事業 

 

６ 補助金の交付額 

 市民提案事業については、選考により、１団体に対し５万円を限度として、予算の範囲

で補助金を交付いたします。行政指定テーマ事業については、１団体に対し７万円を限度

として、予算の範囲で補助金を交付いたします。 

 

７ 補助対象の経費 

 補助対象の経費は、事業に直接要する経費で次のものとします。 



⑴ 材料費や消耗品費 

⑵ 郵便料・宅配料等の通信・運搬費 

⑶ 会場使用料・音響機器等の借り上げ料 

⑷ ポスター・パンフレットを作成するためのコピー代等の印刷製本費 

 ⑸ 指導者等に対する謝礼（当該団体に所属する者に対する謝礼を除く。） 

⑹ 会員の傷害保険料等、その他事業の実施に直接必要な費用 

⑺ 事業実施に直接必要な備品を購入する経費で適当と認められるもの 

 

  

８ 補助対象外の経費 

⑴ 事業計画書等の作成に要する費用等、当補助金の申請・報告に係る費用 

⑵ 親睦・懇親会等の費用 

⑶ 飲食代（会議に提供されるお茶代程度を除く。） 

 ⑷ 別団体への業務委託費（冊子の印刷製本業務を除く。） 

⑸ 当該団体会員への講師謝礼等、当事業に関し当該団体の会員に直接支払う報酬等の

費用 

⑹ その他補助の対象として適当ではないと判断した費用 

 

９ 事業計画書の提出 

 モデル事業を実施して補助金の交付を受けようとする団体は、「白岡市協働のまちづくり

モデル事業補助金事業計画書」に次の書類を添えて、所定の期日までに提出してください。 

⑴ 算出の明細がわかるもの（見積書の写し等） 

⑵ 団体の規約、会則等 

⑶ 団体の活動状況がわかるもの（総会資料、団体の広報紙等） 

⑷ その他事業計画の内容がわかるもの 

 ※ 団体の役務の提供に係る料金を計上する場合は、その内訳がわかるものを併せて提

出してください。 

 

10 審査選考 

 事業計画書の内容を審査員となる市民と職員で書面審査し、事業の必要性、事業効果等

を重視して補助金の対象とする事業を採択します。 

 市は、各団体に対して選考結果を郵送にて通知します。 

◎採択された事業計画書を市ホームページ等で公表いたします。 

 

11 交付申請書の提出・交付決定通知書の交付 

 10 の審査選考により、補助金の対象とされた団体は、「白岡市協働のまちづくりモデル

事業補助金交付申請書」に次の書類を添えて、所定の期日までに提出してください。 

⑴ 事業計画書 

⑵ その他事業の内容がわかるもの 

 市は、提出された書類を審査した上で、当該団体に対し「白岡市協働のまちづくりモデ



ル事業補助金交付決定通知書」を交付します。 

 

12 事業の実施 

 補助金の対象とされた団体は、交付決定通知書の通知日以降に採択された事業を事業計

画書に沿って実施します。 

 なお、事業の実施に当たっては、市と協議をして進めていただきます。 

 また、講演、講義等会員以外の参加者を募り実施した事業においては、その参加者に対

し、事業に関するアンケート調査を実施してください。 

 

13 実績報告書の提出・補助金の確定 

 補助金の対象とされた団体は、事業完了後、「白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金

実績報告書」に次の書類を添えて、補助事業の完了後３０日以内又は当該年度の３月１０

日のいずれか早い期日までに提出してください。 

⑴ 領収書の写し 

⑵ 事業実施写真 

⑶ 事業の成果品 

⑷ 講演、講義等会員以外の参加者を募り実施した事業においては、その参加者アンケ

ートの写し及び参加者名簿の写し 

⑸ その他実施した事業の内容がわかるもの 

 市は、提出された書類を審査した上で補助金の額を確定し、当該団体に「白岡市協働の

まちづくりモデル事業補助金確定通知書」を交付します。 

◎提出された実績報告書等を市ホームページ等で公表いたします。 

  

14  補助金の支払方法 

 補助金の支払は、交付決定通知書の通知日以降に、交付額全額を概算払いにてお支払い

いたしますので、「白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金交付概算払請求書」を提出し

てください。 

  

15  精算 

 確定した補助金の額が概算払いした額を下回った場合は、その超過分を市に返納してい

ただきます。 

 

16 委任 

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月２３日から施行します。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行します。 



 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月２４日から施行します。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年８月１日から施行します。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１０日から施行します。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１０日から施行します。 

 



 

白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金 

 事 業 計 画 書  

団体名  

団体の代表者 氏名 

団体の所在地 

（代表者の住所） 

及び会員数 

所在地 〒 

（住所） 

会員数     名 

団体の設立年月日 

及び活動年数 

  年  月  日設立 

活動年数     年  月 

事業の種類 市民提案事業      行政指定テーマ事業 

事業名  

実施期間 
   年   月   日（  ）から 

   年   月   日（  ）まで 

実施場所 白岡市 

予定参加者数             人 

事業概要 

（行政指定テーマ事業

については、その事業

内容に対する事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施の効果 

 

 

 

 

 

 

 

次ページにもご記入をお願いします。 



収 支 計 画  

１ 収入の部 

項  目 予算額（円） 内訳（算出の明細） 

白岡市協働のまちづく

りモデル事業補助金 

  

合  計   

 

２ 支出の部 

項  目 予算額（円） 内訳（算出の明細） 

   

合  計 

（うち対象外経費の額） 

 

（      ） 
 

添付書類 

・算出の明細がわかるもの（見積書の写し等） 

・団体の規約、会則等 

・団体の活動状況がわかるもの（総会資料、団体の広報紙等） 

・団体の役務の提供に係る料金を計上する場合は、その内訳がわかるもの 

・その他事業計画の内容がわかるもの 

 

備考欄 



白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

 （あて先） 

 白岡市長       

 

 

団 体 名 

代表者氏名          

代表者住所 

電 話 番 号 

 

 

 白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金の交付を受けたいので、白岡市補助金等の交

付手続等に関する規則第６条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業 

 

２ 補助金交付申請額  金           円 

 

３ 添付書類  事業計画書       

        その他事業の内容がわかるもの 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金実績報告書 

 

  年  月  日 

 

 （あて先） 

 白岡市長       

 

 

団 体 名 

代表者氏名          

代表者住所 

電 話 番 号 

 

 

     年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定通知を受けた白岡市協

働のまちづくりモデル事業が完了したので、白岡市補助金等の交付手続等に関する規則第

１５条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

記 

１ 補助金交付決定額  金           円 

 

２ モデル事業の成果 

事 業 名  

事業費総額  

事 業 期 間 
   年   月   日（  ）から 

   年   月   日（  ）まで 

実 施 場 所 白岡市 

参 加 者 数  

事業内容及 

び事業効果 

 

次ページにもご記入をお願いします。 



３ 収 支 決 算 

⑴ 収入の部 

項  目 決算額（円） 内訳（算出の明細） 

白岡市協働のまちづく

りモデル事業補助金 

  

合  計   

 

⑵ 支出の部 

項  目 決算額（円） 内訳（算出の明細） 

   

合  計 

（うち対象外経費の額） 

 

（      ） 
 

 

４ 添付書類  領収書の写し 

事業実施写真 

事業の成果品 

講演、講義等会員以外の参加者を募り実施した事業においては、その参

加者アンケートの写し及び参加者名簿の写し 

その他実施した事業の内容がわかるもの 

 

５ 備  考 



 

白岡市協働のまちづくりモデル事業補助金交付概算払請求書 

 

  年  月  日 

 

 （あて先） 

 白岡市長       

 

 

団 体 名 

代表者氏名         

代表者住所 

電 話 番 号 

 

     年  月  日付け  第   号にて交付決定通知を受けた白岡市協働のま

ちづくりモデル事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求額  金           円 

 

２ 振込先 

金融機関名 本（支）店名 口座種目 口座番号 

        

フリガナ  

口座名義人  

 

 

 


